
令和５年い=第２号

当事者の表

決 定

別紙「当事者目録」記載のとおり

　ｈ記当事者間の損害賠償請求事件について、当裁判所は、本件訴訟の事

案からすると、地方裁判所で審理するのが相当であると認め、職権により、

民事訴訟法１８条に基づき、次のとおり決定する｡

　　　　　　　　　主　　　　　　文

本件訴訟を広島地方裁判所三次支部に移送する，

　　　　令和５年８月２９日

　　　　　　庄原簡易裁判所

　　　　　　　　　裁　判　官　　須　　谷　　好　　昨夕荊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2二S｀-ﾉ‘

これは謄本である。
令和５年名月２(?日
　　　　　庄原簡易裁判所
　　　　　　裁判所書記官山徳虞
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当　　事

広島県庄原市三日市町３０９

　　原　　　　　　　　告

東京都千代田区霞が関１－１

　　被　　　　　　　　告

　　同代表者法務大臣
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